
事案書（■経営会議  □調整会議） 

開催日：平成２８年 ８月１８日（木）  

 担当課：都市施設部 都市施設総務課 

件  名：下水道使用料改定について 

提出理由：下水道使用料改定を下水道運営審議会に諮問するにあたり、その内容について了承を

得るため 

内  容： 

１. 背景 

 ・公共下水道事業は、地方財政法において一般

会計から独立して経理を行う事業に位置づけ

られており、合理的かつ効果的な事業運営を

進めることが求められている。 

・その運営においては、雨水公費・汚水私費の

原則のもと汚水処理に係る維持管理費と資本

費の全額について、下水道使用料収入で賄う

こととされている。 

・本市においては、これまでも、包括的民間委

託導入による維持管理費の削減など経営努力

を進めてきたものの、資本費の一部を一般会

計で補填し、事業を運営しているのが実状で

ある。（平成 26年度：資本費算入率 64.7%） 

・今後は、整備後 50年を超える老朽施設が大幅

に増加することから、修繕費など維持管理費

の増加が見込まれる一方で、将来的な人口減

少や社会情勢の変化等を踏まえると、下水道

使用料収入の増加は期待できない状況にあ

る。 

・また、国からは、平成 32年 4月までに地方公

営企業法を適用し、経営基盤強化と財政マネ

ジメントの向上を図ることで、必要な住民サ

ービスを将来にわたり安定的に提供していく

ことが求められている。 

・このようなことから、下水道使用料を段階的

に改定し、下水道事業運営の健全化を図る必

要がある。 

 

２. 改定内容等 

(1) 改定使用料算出の考え方 

・今回の改定と平成 32年 4月の地方公営企業法

適用後の改定で、資本費算入率 100%を目指す。 

・改定にあたっては、直近の有収水量推計をも

とに、今後の下水道事業の費用を算出し、更

に県内他市における下水道使用料の設定状

況を考慮した。 

・平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日

までの 3年間における汚水処理に係る維持管

理費全額と資本費の 75％を使用料収入にお

いて賄うものとする。 

(2) 改定使用料案 

①改定率（平均改定率） 

12.74％ 

 ②改定使用料（円／㎥・税抜き） 

区 分 現

行 

改
正
案 一般汚水 

 基本料金（8㎥以下） 599 675 

8㎥を超え 15㎥までの分 99 112 

15㎥を超え 25㎥までの分 111 125 

25㎥を超え 50㎥までの分 123 139 

50㎥を超え 100㎥までの分 141 159 

100㎥を超え 200㎥までの分 167 188 

200㎥を超え 300㎥までの分 178 201 

300㎥を超え 500㎥までの分 191 215 

500㎥を超え 1000㎥までの分 221 249 

1000㎥を超える分 234 264 

浴場汚水   1㎥につき 12 14 

水泳場汚水  1㎥につき 94 106 
 

経  過 

H 6．4．1 改正（改定率  8.33%） 

H 9．4．1 改正（ 〃   4.67%） 

H12．4．1 改正（ 〃   3.73%） 

H16．4．1 改正（ 〃   1.83%） 

H25．4．1  改正（ 〃  16.50%） 

今後の予定 

H28.10 下水道運営審議会に諮問 

H29. 4 下水道運営審議会から答申 

H29. 9 下水道条例改正等について議案提出 

H30. 4 条例施行 

 


